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「第５次宇都宮市障がい者福祉プラン」・「第５期宇都宮市障がい福祉サービス 

計画・第１期宇都宮市障がい児福祉サービス計画」の取組状況について 

 

◎趣旨 

「第５次宇都宮市障がい者福祉プラン（以下「第５次プラン」という。）」・「第５期宇都宮

市障がい福祉サービス計画・第１期宇都宮市障がい児福祉サービス計画（以下「第５期サー

ビス計画・第１期障がい児計画」という。）」の取組状況について取りまとめたことから，そ

の内容について協議いただくもの 

 

１ 計画の概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参考１ 

 ⑴ 「第５次プラン」について 

  ア 計画の位置づけ 

障害者基本法第１１条第３項に定める「市町村障害者計画」であり，本市の障がい

福祉施策の基本的な方向性を示し，事業の計画的な推進を図るための計画 
  イ 計画期間 

    ２０１８（平成３０）年度から２０２３（平成３５）年度の６年間 
  ウ 基本理念 

「障がいのある人が 住み慣れた地域で いつまでも自分らしく 生き生きと 
    安心して暮らせる 共生社会の実現」 
  エ 基本目標 

    【基本目標１】自分らしく生き生きと自立して暮らせる社会の実現 
    【基本目標２】乳幼児期から生涯にわたり地域で安心して暮らせる社会の実現 
    【基本目標３】互いに尊重し支え合う暮らしやすい社会の実現 
 
 ⑵ 「第５期サービス計画・第１期障がい児計画」について 

  ア 計画の位置づけ 

    障害者総合支援法第８８条第１項及び児童福祉法第３３条の２０に定める「市町

村障害福祉計画」・「市町村障害児計画」であり，障がい福祉サービス及び障がい児福

祉サービスの安定的な確保を図るもので，「第５次プラン」に掲げる障がい福祉サー

ビス等の実施計画 
イ 計画期間 

    ２０１８（平成３０）年度から２０２０（平成３２）年度の３年間 
  ウ 基本理念 

① 障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

   ② 障がい種別によらない一元的な障がい福祉サービス等の実施 

③ 入所等から地域生活への移行や地域生活の継続の支援，就労支援等の課題に対

応したサービス提供体制の整備 

④ 地域共生社会の実現に向けた取組 

⑤ 障がい児の健やかな育成のための発達支援 

宇都宮市社会福祉審議会 

障がい者福祉専門分科会 
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２ 評価について 

 ⑴ 「第５次プラン」について 

ア 評価の考え方 

    平成３０年度の取組のうち，目標値を設定している取組については，平成３０年度

の年次目標値から評価を行うとともに，指標を設定していない取組については，平成

３０年度内の取組内容から進捗状況の評価を行う。 

   ※本市の行政評価を参考 
 
  イ 進行管理対象取組の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙１ 

 

区分 取組の評価 

A 順調 １５取組 

B 概ね順調 ５取組 

C やや遅れている － 

進捗確認が困難である取組 １取組 

 
【基本目標１ 自分らしく生き生きと自立して暮らせる社会の実現】 

計画№ 取組名 計画期間中の取組 評価 

５ 障がい者就職サポートの推進 就職に向けたサポートを推進 Ａ 

６ 工賃向上支援事業の充実 施設製品の販路拡大等の支援の充実 － 

１１ 
全国障がい者スポーツ大会の

開催 

障がい者スポーツの普及や市民の理解促

進，障がい者団体などと連携した大会準備 
Ａ 

１３ 
ボランティアの協力による社

会参加活動の促進 

ボランティア入門やスキル習得のための

養成講座の実施 
Ｂ 

１７ 
外出・移動支援サービスの充

実 

障がい特性に応じた外出支援サービスの

充実 
Ａ 

１８ 
通学・通所における移動支援

の推進 

ひとり親世帯や共働き世帯の障がい者に

対し，通学通所における移動支援を推進 
Ａ 

 

区分 取組の評価 

取組内容を実施 又は 

指標の達成率 90％以上 
A 順調 

取組内容を一部実施・検討 又は 

活動目標の達成率 70％以上 90％未満 
B 概ね順調 

取組内容に未着手 又は 

活動目標の達成率 70％未満 
C やや遅れている 
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【基本目標２ 乳幼児期から生涯にわたり地域で安心して暮らせる社会の実現】 

計画№ 取組名 計画期間中の取組 評価 

２５ 
発達支援ネットワーク事業の

充実 

医療・保健・福祉・教育・就労などの関係

機関等が連携強化し，発達支援を推進 
Ａ 

３１ 障がい児通所支援事業の推進 適正な支給決定及びサービス利用を推進 Ａ 

３６ 
学校組織の対応力強化と教員

の指導力の向上 

学校組織の対応力強化と教職員の指導力

向上 
Ａ 

４１ 地域生活支援体制の整備 
緊急時にすぐ相談ができ，必要に応じて緊

急的な対応が図られる体制整備 
Ｂ 

４２ 地域における相談体制の充実 包括的な相談支援体制の在り方の検討 Ｂ 

４７ グループホームの設置促進 施設整備等の支援の充実 Ａ 

５７ 
精神障がい者の地域生活への

移行促進 
保健・医療・福祉関係者の協議の場を設置 Ｂ 

５９ 障がい福祉サービス等の充実
障がい福祉サービス・地域生活支援事業の

充実 
Ａ 

６２ 計画相談支援の推進 サービス等利用計画の作成を推進 Ａ 

 

【基本目標３ 互いに尊重し支え合う暮らしやすい社会の実現】 

計画№ 取組名 計画期間中の取組 評価 

６８ 
障がいを理由とする差別解消

の促進 
差別解消の促進 Ａ 

６９ 
障がい特性に応じた配慮の促

進 
障がいに対する理解の促進，人材育成 Ｂ 

７５ 
障がい者虐待防止に関する事

業の推進 

虐待の通報・相談に対し迅速かつ的確な対

応，広報・啓発活動の実施 
Ａ 

８１ 意思疎通支援の充実 手話通訳者等の人材育成・派遣事業の実施 Ａ 

９０ 
災害時要援護者支援事業の推

進 

災害発生時の地域における迅速な避難活

動実施へ向けた体制の整備支援 
Ａ 

９１ 自立支援協議会の活動の充実 関係機関等の相互の連携 Ａ 

 
【全体評価】 

・ 進行管理対象取組については，平成３０年度においては，Ａ評価が１５取組（７５％），

Ｂ評価が５取組（２５％）であり，全体としては，ほとんどの事業を実施しており，概

ね順調な進捗状況である。 
・ 平成３０年度については，「第５次プラン」の計画期間の初年度となることから，２

０２３（平成３５）年度の目標達成に向けて，積極的に各種事業を着実に取り組んでい

く。 
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 ⑵ 「第５期サービス計画・第１期障がい児計画」について 
「第５期サービス計画・第１期障がい児計画」については，「第５次プラン」の評価

の考え方に基づき，それぞれの目標値の進捗状況の評価を行うとともに，障がい福祉サ

ービス等及び地域生活支援事業の状況を確認する。・・・・別紙２・別紙３ 

  

 【目標値の評価】 

区分 取組の評価 

A 順調 ７つ 

B 概ね順調 ３つ 

C やや遅れている １つ 

進捗確認が困難である目標 １つ 

 

目標値 評価 

入所施設から地域生活への移行者数（２０２０（平成３２）年度末ま

でに２４人以上） 
Ｃ 

施設入所者の削減数（２０２０（平成３２）年度末までに８人以上） Ａ 

保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置 Ｂ 

一つの地域生活支援体制を整備 Ｂ 

一般就労への移行（２０２０（平成３２）年度末に 

１０７人以上） 
Ａ 

就労移行支援事業の利用者数（２０２０（平成３２）年度末に１１４

人以上） 
Ｂ 

就労支援事業所の就労移行率（２０２０（平成３２）年度末に就労移

行率３割以上である就労移行支援事業所を全体の５割以上） 
Ａ 

就労定着支援による職場定着率 － 

児童発達支援センターの設置 Ａ 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 Ａ 

重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ

サービスの確保 
Ａ 

医療的ケア児支援のための関係機関等が連携を図るための協議の場

の設置 
Ａ 

 

【全体評価】 

・ 本市においては，「第５期サービス計画・第１期障がい児計画」において，国の基本

指針に即し，施設入所者の地域生活への移行や地域生活支援体制の整備などの目標を
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掲げており，平成３０年度の評価として，Ａ評価が７つ，Ｂ評価が３つ，Ｃ評価が１つ

で，全体としては概ね順調な状況であるが，入所施設から地域生活への移行者数につい

ては，目標値を下回っている状況であるため，平成３２年度の目標値の達成に向けて，

より一層地域への移行を促進する取組を進めていく必要がある。 
・ 障がい福祉サービス等及び地域生活支援事業の必要量の見込みについては，全体とし

て，平成３０年度の見込量と比較して大幅な乖離はなく概ね順調な状況であるが，平成

３０年４月より開始された新サービスの就労定着支援や自立生活援助の利用者が見込

みよりも少ない状況である一方で，障がい児支援系サービスや共同生活援助の利用者

等は見込量を大きく上回っている状況である。 
 
 
 


